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　役場の代表電話は（84）1111です　

お
知
ら
せ

ごかのごかの
お知らせお知らせ

（№452）
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク

検
診
の
助
成
に
つ
い
て

魅
力
い
っ
ぱ
い
の
農
業
者
年

金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

 

（
町
民
税
務
課
）

　
平
成
25
年
度
の
人
間
ド
ッ
ク
検
診

・
脳
ド
ッ
ク
検
診
者
へ
の
助
成
の
受

付
を
し
ま
す
。

　
な
お
、
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
さ
れ

る
方
は
、
特
定
健
康
診
査
は
受
診
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
検
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
に

よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○
受
付
　
４
月
22
日
(月)
か
ら

　
※
窓
口
受
付
の
み

○
場
所
　
町
民
税
務
課
（
②
窓
口
）

○
受
付
人
数
　
40
名
　
※
先
着
順

○
対
象
者

　
五
霞
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
、

平
成
25
年
度
中
に
30
歳
以
上
74
歳
に

達
す
る
方
（
※
国
保
税
完
納
者
に
限

る
。）

○
助
成
額
　
１
５
，
０
０
０
円

○
持
参
す
る
も
の
　
保
険
証
、
印
鑑

○
検
査
医
療
機
関

　
受
付
の
際
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

 
（
町
民
税
務
課
）

　
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
に
よ
り
、
外
国
人
住
民
に

も
住
民
票
が
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
引
っ
越
し
て
住
所
が
変
わ
っ
た
時

は
、
お
早
目
に
お
手
続
き
を
お
願
い

ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

 

（
町
民
税
務
課
）

　
５
月
に
お
送
り
す
る
納
税
通
知
書

に
よ
り
自
動
車
税
を
納
め
ま
す
と
、

お
支
払
窓
口
か
ら
納
税
証
明
書
（
継

続
審
査
用
）
が
渡
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
納
税
証
明
書
は
、
車
検
の
時

正
確
な
外
国
人
登
録
のお

願
い

に
必
要
と
な
り
ま
す
。
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
自
動
車
を
譲
る
場
合
は
、

譲
ら
れ
る
方
に
必
ず
こ
の
納
税
証
明

書
を
渡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
納
税
証
明
書
に
自
動
車
の

ナ
ン
バ
ー
等
が
印
刷
さ
れ
て
い
な
い

も
の
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所

　

０
２
９
６
（24）
９
１
８
４

 

（
町
民
税
務
課
）

　
茨
城
県
で
は
、
心
身
に
障
害
の
あ

る
方
ご
自
身
が
使
用
（
所
有
）
す
る

自
動
車
、
障
害
の
あ
る
方
の
た
め
に

生
計
を
一
に
す
る
方
が
使
用
（
所
有
）

す
る
自
動
車
、
障
害
の
あ
る
方
の
た

め
に
常
時
介
護
す
る
方
が
使
用
す
る

自
動
車
に
つ
い
て
、
一
定
の
要
件
を

満
た
す
場
合
、
申
請
に
よ
り
自
動
車

税
を
減
免
す
る
制
度
を
設
け
て
い
ま

す
。

　
減
免
の
対
象
と
な
る
自
動
車
は
障

害
者
の
方
１
人
に
つ
き
１
台
（
軽
自

動
車
を
含
む
。）
で
す
。

　
詳
し
い
内
容
や
申
請
方
法
に
つ
い

て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所

　

０
２
９
６
（24）
９
１
９
０

自
動
車
税
の
納
税
証
明
書
は

車
検
の
と
き
ま
で

大
切
に
保
管
を

自
動
車
税
の

減
免
制
度
に
つ
い
て

 

（
農
業
委
員
会
）

　
農
業
者
年
金
制
度
は
、
農
業
者
の

老
後
生
活
の
安
定
と
福
祉
の
向
上
に

加
え
、
保
険
料
助
成
を
通
じ
て
担
い

手
を
確
保
す
る
と
い
う
目
的
を
併
せ

も
っ
た
政
策
年
金
で
す
。

○
７
つ
の
メ
リ
ッ
ト

① 

将
来
の
年
金
受
給
に
必
要
な
原
資

を
自
ら
積
立
、
運
用
し
て
い
く

「
積
立
方
式
」
で
す
。

② 

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
で
、

年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る

60
歳
未
満
の
方
で
あ
れ
ば
、
誰
で

も
加
入
で
き
ま
す
。

③ 

保
険
料
は
、
月
額
２
万
円
か
ら
最

高
６
万
７
千
円
ま
で
、
千
円
単
位

で
自
由
に
選
択
で
き
ま
す
。

④ 

年
金
は
80
歳
ま
で
の
保
証
が
付
き
、

終
身
に
わ
た
っ
て
受
け
ら
れ
ま
す
。

⑤ 

早
く
加
入
す
る
ほ
ど
有
利
な
複
利

方
式
で
す
。

⑥ 

保
険
料
は
全
額
、
所
得
税
の
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

⑦ 

認
定
農
業
者
、
青
色
申
告
者
、
家

族
経
営
協
定
締
結
者
等
の
方
は
、

要
件
に
応
じ
て
国
の
保
険
料
助
成

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
農
業
委
員
会

　

（84）
２
５
８
２
（
直
通
）


